
1 

 

 

令和８年度 補償業務管理士資格登録者への登録更新講習会のお知らせ 
 

（一社）日本補償コンサルタント協会 研修事業部 

 

 

 

 

 

 

当協会では、令和８年度の補償業務管理士資格登録者の登録更新講習会を下記により

実施することとしております。 

 

記 

１ 登録更新講習会 

① 登録更新対象者（下記２に該当する者）に対して「補償業務管理士研修及び検定試

験実施規程第２２条」の規定による講習会を実施することとしております。 

   この講習会は、補償業務に関する知識及び能力を維持するとともに、登録の更新を行

うために実施するものです。したがって、この講習会を受講しないと登録更新が出来ま

せんのでご注意ください。 

 

② 今年度の登録更新に該当する方は、登録更新講習会の申込みを Web 上からお申

込みください。（３頁、「４ 講習会受講申込方法」参照） 

 

③ 登録更新講習会は、Webオンデマンド配信にて実施いたします。 

 

２ 登録更新対象者 
   

今年度の登録更新講習会受講対象者は、令和２（西暦２０２０）年度の補償業務管理

士試験に合格し、令和３（西暦２０２１）年１０月に登録された方及び令和３（西暦２０２１）年

度に登録更新を行った方です。 

 

①  令和３（西暦２０２１）年度に登録更新を行った方 

「補償コンサルタント CPD制度」のCPD取得ポイントが登録更新講習の申込時点にお

いて、その前回の更新時からの累計で８０ポイント以上必要です。 

 

② 令和２（西暦２０２０）年度の補償業務管理士試験に合格し、令和３（西暦２０２１）年１０

月に登録した方 

今回は、登録更新講習会の受講要件である「補償コンサルタント CPD 制度」の CPD

取得ポイントは適用されません。  

次回（令和１３年度）の登録更新講習会受講に必要な CPD 取得ポイント(８０ポイント)

昨年度（令和７年度）より更新講習会の「受講申込方法」並びに

「受講実施方法」は、Web で行うこととなりましたのでご注意く

ださい。 



2 

 

は、今回の登録更新講習会（１５ポイント）からポイントが累計されますので、「補償コンサ

ルタント CPD 制度」に未登録の方は、今回の登録更新講習会の前に CPD 会員登録の

ご申請を頂き「補償コンサルタント CPD制度」に登録されることをお薦めいたします。 

詳細は、当協会の HP(URL:https://www.jcca-net.jp/cpd/)をご参照ください。 

 

３ 講習会の申込み受付期間及び実施日程等 

①  申込受付期間 

  申込の受付は、令和８年７月１３日（月）から７月３０日（木）までの間に行いま

す。（３頁、４参照） 
 

②  実施日程（Web オンデマンド配信） 

 

＜Web オンデマンド配信＞ 

Webオンデマンド配信期間 
実施方法・注意事項 

月 日（曜日） ・ 時間 

９ 

 

８日(火)、９日(水)、１０日(木)、 

１１日(金)、１２日(土)、１３日(日)、 

１４日(月) 
 

講習は、Web オンデマンド配信により実施しま

す。 

メールの送受信及び Web オンデマンド配信の

視聴が可能なパソコン（又はタブレット）が必要

となります。 

 

※研修のカリキュラムは、下記のとおりです。研

修の実施期間、時間以外での視聴はできませ

ん。 

 

８日(火)10:00～14日(月)16:00 
（９日（水）から１３日（日）までは、

２４時間配信となります。） 

 

 

＜カリキュラム＞ 

講習実施時間 講 習 内 容 

８日(火)10:30から 

１４日(月)16:00まで 

 
※初日と最終日を除く

９日（水）から１３日

（日）までは、２４時

間配信となります。 

「公共用地業務の現状と課題」 

「補償コンサルタント業の属性と市場規模等について」 

「補償基準等の改正等について」(過去５年分) 

「補償コンサルタントと管理業務」 

※配信期間（８日（火）～１４日（月））の講習時間内に上記「カリキュラム」、4 つの「講

習内容」を全て履修してください。配信期間・講習時間内でしたらアクセスは自由です。 

http://www.jcca-net.jp/cpd/
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４ 講習会受講申込方法 

  登録更新講習会のWebでのお申込みは、下記のリンク先より手続きを行ってください。 

（令和８年7月１３日（月）から7月３０日（木）までにアクセスし、お申込みください。） 

 

  〇リンク先： https://jcca-kanrishishikaku.com/ 

（アクセス可能な期間は、申込受付期間内となります。） 
 

Web申込ご質問先：Web申込システムについて…IASS (一社)社会資本整備支援機構 

フリーダイヤル TEL0120-134-065 

（受付日時：申込受付期間内 平日 9:00～17:00） 

 

 

５ 講習会の受講手数料等及び納入方法 

講習会及び更新登録に必要な費用は、下記の表に基づき講習会受講手数料、更新手

数料および教材費の合計額となります。（表内太枠） 

必ず、申込受付期間内にお振込みください。 

 

           登録更新講習会受講手数料      （単位：円） 

区  分 正 会 員 ※ そ の 他 

受講手数料 ３６,０００ ６１,０００ 

内訳 

本体価格 ３２,７２8 ５５,４５５ 

消費税額 10% ３,２７2 ５,５４５ 

                

   一般社団法人日本補償コンサルタント協会 登録番号：Ｔ2010405001152 

 
※正会員とは、勤務先が協会会員であることを示します。補償コンサルタント CPD

会員は含みません。 

 

◎上記受講費用については、本実施お知らせと、受講者（又は会社）が受講費用を振込 

んだ際の「利用明細書」等の控えをもって、インボイス（適格請求書）といたします。 

（「消費税法基本通達 1-8-1」参照） 

 

① 受講手数料は各自振込でお願いいたします。複数振込不可。 

 

② 現金等による受講手数料の納付は、受け付けません。 

 

③ Webオンデマンド配信ですので、受講手数料の返還はございません。 

https://jcca-kanrishishikaku.com/
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６ 支部区分けについて 

勤務先の所在地によって支部が区分けされております。 

＜各支部連絡先＞ 

各 支 部 勤務先の所在地 

〒060-0002  札幌市中央区北二条西 2-29-1  

札幌ウィングビル 4階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 北海道支部 

      ℡ 011-232-3738   FAX 011-232-3728 

北海道 

〒980-0014  仙台市青葉区本町 1-3-9  

第六広瀬ビル 7階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 東北支部 

      ℡ 022-261-1935   FAX 022-261-4558 

青森県 岩手県 宮城県 

秋田県 山形県 福島県  

〒110-0005  東京都台東区上野 3-17-9  

タイムビル２ 4階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 関東支部 

      ℡ 03-5818-7221   FAX 03-5818-7224 

茨城県 栃木県 群馬県 

埼玉県 千葉県 東京都 

神奈川県 山梨県  

長野県 

〒950-0087  新潟市中央区東大通 1－1－15  

東大通ビル 6階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 北陸支部 

      ℡ 025-241-8303   FAX 025-247-2700 

新潟県 富山県 石川県 

〒460-0008  名古屋市中区栄 4-3-26  

昭和ビル 612号 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 中部支部 

      ℡ 052-241-9779   FAX 052-252-5359 

岐阜県 静岡県 愛知県 

三重県 

〒540-0026  大阪府大阪市中央区内本町１－２－６  

パナシアビル ４階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 近畿支部 

      ℡ 06-6949-0805   FAX 06-6949-0816 

滋賀県 京都府 大阪府 

兵庫県 奈良県  

和歌山県 福井県 

〒730-0012  広島市中区上八丁堀 3-6  

第 2 ウエノヤビル 6階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 中国支部 

      ℡ 082-224-5970   FAX 082-224-5971 

鳥取県 島根県 岡山県 

広島県 山口県  

〒760-0066  高松市福岡町 3-11-22  

建設クリエイトビル 4階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 四国支部 

      ℡ 087-822-7265   FAX 087-822-8350 

徳島県 香川県 愛媛県 

高知県 

〒812-0012  福岡市博多区博多駅中央街 5-11  

第 13泰平ビル 10階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 九州支部 

      ℡ 092-471-8808   FAX 092-471-6797 

福岡県 佐賀県 長崎県 

熊本県 大分県 宮崎県 

鹿児島県  

〒900-0021  那覇市泉崎 1-13-8  

ハーモニー泉崎ビル 2 階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 沖縄支部 

      ℡ 098-869-8570   FAX 098-869-4044 

沖縄県 



5 

 

７ その他 
 

なお、今年度登録更新対象者で令和３（西暦２０２１）年度の登録証発行後にご自宅の

住所等の変更があった方は、速やかに「補償業務管理士登録事項変更申請書」（※1）

での手続きをお願いします。登録事項変更の手続きをしていない方は、講習会の申込

み受付、並びに講習会受講も出来ません。（既に手続きを済ませている方は、この限り

ではございません。） 
   

※1 「補償業務管理士登録事項変更申請書」用紙は、協会本部ＨＰからダウンロードで

きます。（https://www.jcca‐net.or.jp/） 

 

※2 CPD での登録事項変更手続きとは別のものとなります。新たに補償業務管理士

登録事項変更申請手続きを行ってください。 

 

 

◎過年度登録更新未了者……過年度に登録更新されていない方で、再度補償業務管

理士となるには、補償業務管理士登録台帳に再登録する必要があります。再登録を

希望される方は、本講習会を受講してください。（３頁、「４ 講習会受講申込方法」

の案内に従ってください。） 

https://www.jcca‐net.or.jp/

